
概要
○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理指導及

び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、
基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を
踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。 【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都
道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業に
よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

１.（６）① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等
○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合（新設）

・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の
減算となる。
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１.（６）① 高齢者虐待防止の推進②

算定要件等

○ 全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を
周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、
指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体
制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
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高齢者虐待防止法に基づく対応状況調査

出典： 令和３年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

（全国）



高齢者虐待防止法に基づく対応状況調査

（徳島） 養護者による高齢者虐待の通報・相談件数と
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高齢者虐待防止法に基づく対応状況調査

（全国）

出典：令和３年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果



（徳島）

高齢者虐待防止法に基づく対応状況調査

養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報・相談件数と

虐待判断件数の推移
（件）
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７ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 
 

１）管理職・職員の研修、資質向上  
 

養介護施設従事者等による高齢者虐待を防止するためには、ケアの技術や虐待に対する研修

によって職員自らが意識を高め、実践につなげることが重要です。養介護施設等において、定

期的にケア技術向上や高齢者虐待に関する研修の実施を依頼するとともに、市町村や都道府県

でも研修等の機会を設け、養介護施設従事者等の資質を向上させるための取組が期待されます。 

また、養介護施設従事者等による高齢者虐待防止には、実際にケアにあたる職員のみでなく管

理職も含めた事業所全体での取組が重要です。管理職が中心となってサービス向上にむけた取

組が期待されます。 
 

※法に基づく対応状況等調査結果（資料編②－３,４ページ参照）では、養介護施設従事者等による高齢者虐待の主

な発生要因は「教育、知識、技術不足など」が 66.9％、「職員のストレスや感情のコントロールの問題」が 24.1％

となっています。 

 

養介護施設等においては、従事者個々人への意識啓発もさることながら、組織全体としての意識醸成、取組の推進

が不可欠です。このため、施設長など養介護施設等において影響力のある者を対象に研修を実施し、 

① 各施設内で職員への法制度、介護技術、認知症への理解を深めるための研修 

② 職員のストレス対策（メンタルヘルスに配慮した職員面談、怒りの感情のコントロール等を含むストレスマ

ネジメントに関する研修） 

③ 虐待事案が発生した場合の迅速な報告体制の整備 

（施設等にとってマイナスと思われる事案が発生した場合、上司等からの叱責を従事者等が恐れて隠蔽するのでは

なく、迅速に報告がなされるような風通しの良い組織づくり等） 

を促すことで、高齢者虐待の発生要因を軽減させることが重要です。 

これらについては、都道府県と市町村が緊密に連携し、着実に推進していくことが求められます。 

 

２）情報公開  
 

養介護施設等は利用者が安心して過ごせる環境を提供するものですが、外部から閉ざされた

空間でもあり、発生した身体拘束等の虐待事案が通報されにくい可能性があります。このため、

養介護施設等の施設長等を中心とした従事者同士の一層の協力・連携による風通しの良い組織

運営とともに、第三者である外部の目を積極的に入れることが有効です。具体的には、地域住

民等との積極的な交流を行う等、外部に開かれた施設となることを促したり、介護保険の任意

事業である地域支援事業の介護相談員派遣事業を積極的に活用したりすることで、行政の指導

監督部門を補完し、身体拘束等の虐待事案の端緒をつかむことも有効です。あわせて、これら

の取組を介護事業者に促していくことも重要です。 

  

３）苦情処理体制 
 

高齢者虐待防止法では、養介護施設等に対してサービスを利用している高齢者やその家族か

らの苦情を処理する体制を整備することが規定されています（第 20 条）。養介護施設等におい

ては、苦情相談窓口を開設するなど苦情処理のために必要な措置を講ずべきことが運営基準等に

規定されており、苦情処理体制が施設長等の責任の下、運用されているかどうか適切に把握する

事が求められています。 

また、サービスの質を向上させるため、利用者等に継続して相談窓口の周知を図り、苦情処理

のための取組を効果的なものとしていくことも大切です。市町村は、これらの指導・助言に努め

ることが重要です。 
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４）組織的運営の改善 
 

養介護施設等には、高齢者虐待の未然防止のために、研修、苦情処理及び内部監査を含めた

業務管理体制全般について適切に運用されているか把握することが求められています。これら

を自主的に点検し、必要に応じて体制を見直し、運用を改善する必要があります。 

 

運用改善にあたっては、「ヒヤリハット報告書」を活用し、組織内リスク要因の洗い出しに

努めることも有効です。発生した事故等への対応のみに留まらず、未然の施設情報から、早期

に対応すべき虐待等課題洗い出しの体制整備について助言をすることも大切です。 

また、事故やヒヤリハットを個人の責任としない組織風土を作り、認知症高齢者等への対応

で苦慮している養介護施設従事者等に対し、ケア能力や対応スキルが低いという指摘だけで終

わることなく、ねぎらいの言葉をかける教育・指導方法について市町村として理解しておき、

適宜助言することも大切です。 
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都道府県が指定権限を有する介護保険施設・事業所の場合 

 

市町村 

関連情報の確認 

事実確認の準備等 

協力依頼による調査 

（高齢者虐待防止法） 
実地指導 

（介保法第 23 条） 

施設・事業所への 

調査協力依頼 

都道府県 

施設・事業所への 

事実確認 
施設・事業所への 

監査（立入検査等） 

監査へ切り換え 

都道府県 

都道府県への報告 

改善計画書の提出要請 

（市町村・都道府県） 

文書により調査結果を通知、改善計

画の提出を求める 

終結の判断 

【改善勧告】 
文書により基準を遵守すべきこ
とを勧告し、期限内に文書によ
り報告を求める。 

【改善命令】 
期限を定めて、勧告に係る措置
をとるべきことを命令。期限内
に文書による報告を求める。 

【指定の効力の全部 
または一部停止】 

【指定の取消】 

正当な理由なく勧告に係る

措置をとらなかった場合 

命令に従わなかった場合、聴

聞・弁明機会を付与し以下へ 

一連の権限行使を行っても

是正されず、指定継続が看

過できない場合 

利用者の生命や身
心の安全に危害を

及ぼすおそれあり 

※権限行使は必ずしも上記の順に行うもの

ではありませんが、ここでは権限の強さを

示す意味で上記のように記載しています。 

応答が得られた場合 

拒否された場合 

報告 

（省略） 

都道府県による調査 
介護保険法、

老人福祉法の
立入調査権限 

連絡 

監査（立入検査等） 

（介保法第 76 条等） 

合同調査 
（必要に応じ） 

状況を都道府県へ報告 

介護保険法による
権限行使 

改善勧告に至らないが
改善を要すると認めら

れた事項 

出典：社団法人 日本社会福祉士会.市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き.中

央法規出版,2012,116p.,p61. 

 

[フロー図について] 

ここで示す対応フロー図は、市町村・都道府

県が有する介護保険法・老人福祉法上の権限の

違いを明確にするため、３種類に分けて示して

います。 

 ただし、通報等が寄せられた際に市町村・都

道府県が対応すべき内容に基本的な違いがある

わけではありません。 

 
改善・是正状況の確認 

（モニタリング・評価） 

 
虐待の有無の判断、緊急性の判断 

（高齢者の安全を確保するための措置） 

 
通
報
等 
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